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株式会社恵と株式会社ビオネストとの事業承継契約の締結等について 

 
このたび、障害者グループホーム等を運営する株式会社恵及び株式会社ビオネスト

より、事業承継契約の締結等について報告がありましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１．事業承継契約の締結について 

株式会社恵の運営する障害者グループホーム等の事業承継について、株式会社ビ

オネスト（グループ会社を含む）と令和７年１月 20日に正式に契約を締結し、株式

会社ビオネストのグループ会社である株式会社 INNOVEL HEALTHCARE（イノベル ヘ

ルスケア）等が承継先として、令和７年３月１日付けの指定取得を目指して自治体

に対し申請等の手続きを進める旨、両社より報告がありました。 

※ 株式会社恵が現在運営するグループホーム98事業所のうち93事業所が対象。なお、その他

の５事業所については、廃止済み又は廃止予定であるが、同社より利用者に説明の上、自治

体や相談支援専門員と協力し、転居等により住まいを確保済み又は確保される予定である。 

また、グループホーム以外の株式会社恵が運営する障害福祉サービス事業等も承継予定。 

※ 基本合意のとおり、利用者の利用条件は実質的に同等以上を維持し、従業員も実質的に同

等以上の雇用条件にて雇用が維持される。 

 

２．株式会社ビオネストのアドバイザーについて 

厚生労働省としては、今回の一括承継について、利用者の適切かつ継続的な障害

福祉サービスの確保のため、継続的な対応が求められることから、引き続き福祉の

専門家の意見を求めるべき旨、株式会社ビオネストに対し要請を行ったところです。 

このため、厚生労働省より株式会社ビオネストに対し、株式会社恵より引き続き、

以下の３名をアドバイザーとして推薦していたところ、株式会社ビオネストとして、

当該３名を今後アドバイザーとして迎え、一括承継後を含め対応を行っていく旨報

告がありました。 

・小澤 温（筑波大学人間系教授（障害福祉サービス等報酬改定検討チームアドバイザー）） 

・冨岡 貴生（日本相談支援専門員協会代表理事） 

・吉田 展章（日本相談支援専門員協会事務局長） 

※なお、アドバイザーからの希望により取材はお控えいただきますようお願いいたします。 

 

 以上 

社会保障審議会障害者部会（第 145 回）・ 
こども家庭審議会障害児支援部会（第 10 回） 
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令和７年１月 23日（木） 
【照会先】 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課地域生活・発達障害者支援室 
室  長 羽野 
室長補佐 今井（内線３０４５） 
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